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業績のご報告

　　　　�　自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及
び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当かどうかを判断するための基準（平成18年金融庁
告示第21号）」が平成25年3月8日に改正され、平成26年3月31日から改正後の告示が適用されたことから、平成24年度においては
旧告示に基づく開示、平成25年度においては新告示に基づく開示を行っております。なお、当金庫は「国内基準」を採用しております。

②平成25年度�［バーゼルⅢベース］� （単位：百万円）

項　目 平成25年度 経過措置による
不算入額

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 14,491
うち、出資金及び資本剰余金の額 2,747
う ち、 利 益 剰 余 金 の 額 11,878
うち、 外 部 流 出 予 定 額（ △ ） 109
うち、上記以外に該当するものの額 △ 25

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額
に 算 入 さ れ る 引 当 金 の 合 計 額 768

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 768
うち、適格引当金コア資本算入額 －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア
資本に係る基礎項目の額に含まれる額 －

公的機関による資本の増強に関する措置を
通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

－

土地再評価額と再評価直前の帳簿価格の
差額の４５パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

744

コア資 本 に係 る 基 礎 項 目 の 額（ イ） 16,004
コ ア 資 本 に 係 る 調 整 項 目（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・
ライツに係るものを除く。）の額の合計額 － 100

うち、のれんに係るものの額 － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービ
シング・ライツに係るもの以外の額 － 100

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －
適 格 引 当 金 不 足 額 － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価
差額であって自己資本に算入される額 － －

前 払 年 金 費 用 の 額 － －
自 己 保 有 普 通 出 資 等（ 純 資 産 の 部
に 計 上 さ れ る も の を 除 く。）の 額 － －

意 図 的 に 保 有 し て い る 他 の 金 融
機 関 等 の 対 象 資 本 調 達 手 段 の 額 － －

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －
信用金庫連合会の対象普通出資等の額 － －
特定項目に係る１０パーセント基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資
等に該当するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツ
に係る無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係
るものに限る。）に関連するものの額 － －

特定項目に係る１５パーセント基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資
等に該当するものに関連するものの額 － －

うち、モーゲージ・サービシング・ライツ
に係る無形固定資産に関連するものの額 － －

うち、繰延税金資産（一時差異に係
るものに限る。）に関連するものの額 － －

コア 資 本に係る調 整 項 目 の 額（ ロ ） －
自 己 資 本
自 己 資 本 の 額（（ イ ）－（ ロ ））（ ハ ） 16,004
リ ス ク・ ア セ ッ ト 等（３）
信 用リスク・アセットの 額 の 合 計 額 175,154
うち、経過措置によりリスク・ア
セットの額に算入される額の合計額 △ 4,321

うち、無形固定資産（のれん及びモーゲー
ジ・サービシング・ライツに係るものを除く。） 100

う ち、 繰 延 税 金 資 産 －
う ち、 前 払 年 金 費 用 －
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △ 6,075
うち、上記以外に該当するものの額 1,653

オペレーショナル・リスク相当額の合
計額を８パーセントで除して得た額 11,625

信 用 リ ス ク・ ア セ ッ ト 調 整 額 －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 －
リスク・アセット等の額の合計額　（ニ） 186,779
自 己 資 本 比 率
自 己 資 本 比 率（（ ハ ）／（ ニ ）） 8.56 %

①平成24年度�［バーゼルⅡベース］� （単位：百万円）

項　　目 平成24年度
（　 自 　 己 　 資 　 本 　 ）
出 資 金 2,748

う ち、 非 累 積 的 永 久 優 先 出 資 －
優 先 出 資 申 込 証 拠 金 －
資 本 準 備 金 －
そ の 他 資 本 剰 余 金 －
利 益 準 備 金 2,205
特 別 積 立 金 8,081
繰 越 金 （ 当 期 末 残 高 ） 633
そ の 他 －
処 分 未 済 持 分 （△） 13
自 己 優 先 出 資 （△） －
自 己 優 先 出 資 申 込 証 拠 金 －
そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損（△） －
営 業 権 相 当 額 （△） －
の れ ん 相 当 額 （△） －
企業結合により計上される無形固定資産相当額（△） －
証券化取引により増加した自己資本に相当する額（△） －
基 本 的 項 目 計（Ａ） 13,655
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45％に相当する額 744
一 般 貸 倒 引 当 金 918
負 債 性 資 本 調 達 手 段 等 －

負 債 性 資 本 調 達 手 段 －
期限付劣後債務及び期限付優先出資 －

補 完 的 項 目 不 算 入 額（△） －
補 完 的 項 目 計 （Ｂ） 1,662
自 己 資 本 総 額 ［（Ａ）＋（Ｂ）］（Ｃ） 15,317
他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 2,494

負債性資本調達手段及びこれに準ずるもの 800
期 限 付 劣 後 債 務 及 び 期 限 付 優 先
出 資 並 び に こ れら に 準 ず る も の 900

非同時決済取引に係る控除額及び信用リスク削減手法として
用いる保証又はクレジット・デリバティブの免責額に係る控除額 －

基本的項目からの控除分を除く、自己資本控除とされる
証券化エクスポ－ジャ－及び信用補完機能を持つ I/O 
ストリップス（告示第247条を準用する場合を含む）

－

控 除 項 目 不 算 入 額 （△） 2,494
控 除 項 目 計 （Ｄ） －
自 己 資 本 額 ［（C）＋（D）］（E） 15,317

（ リ ス ク ・ ア セ ッ ト 等 ）
資 産（ オ ン・ バ ラ ン ス 項 目 ） 167,681
オ フ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目 1,913
オ ペ レ － シ ョ ナ ル・ リ ス ク 
相 当 額 を ８ ％ で 除 し て 得 た 額 11,899

信 用 リ ス ク・ ア セ ッ ト 調 整 額 －
オ ペ レ ー ショナ ル・リス ク 相 当 額 調 整 額 －
リ ス ク・ ア セ ッ ト 等 計（Ｆ） 181,494
単 体  Ｔｉｅｒ１ 比 率 （Ａ／Ｆ） 7.52%
単 体 自 己 資 本 比 率 （Ｅ／Ｆ） 8.43%

（注）�平成24年度については、自己資本比率規制の一部を弾力化する特例（平成24年金融庁告示
第56号）に基づき、「その他有価証券の評価差損」を基本的項目から控除しておりません。

� �なお、当金庫におきましては、「その他有価証券の評価差損」に該当する金額はありません。
（「自己資本比率規制の一部を弾力化する特例」による計数変化はありません。）

（1）自己資本の構成に関する事項
単体における事業年度の開示事項

自己資本の充実の状況（自己資本比率規制の第3の柱に基づく情報開示）
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自己資本の充実の状況（単体）

（2）自己資本の充実度に関する事項� （単位：百万円）

平成24年度 平成25年度
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ． 信用リスク・アセット、　 
所要自己資本の額の合計 169,594 6,783 175,154 7,006

① 標準的手法が適用されるポート
フォリオごとのエクスポージャー 169,494 6,779 179,475 7,179

現 金 － － － －
我が国の中央政府及び中央銀行向け － － － －
外国の中央政府及び中央銀行向け 2 0 0 0
国際決済銀行等向け － － － －
我が国の地方公共団体向け － － － －
外国の中央政府等以外の公共部門向け 13 0 5 0
国際開発銀行向け 0 0 0 0
地方公共団体金融機構向け － － － －
我が国の政府関係機関向け 879 35 1,349 53
地 方三 公社向け － － － －
金融機関及び第一種
金融商品取引業者向け 28,659 1,146 24,163 966

法 人 等 向 け 39,756 1,590 41,245 1,649
中小企業等向け及び個人向け 45,450 1,818 47,626 1,905
抵当権付住宅ローン 6,500 260 6,664 266
不動産取得等事業向け 20,818 832 21,562 862
三 月以 上 延 滞等 1,323 52 1,099 43
取 立 未 済 手 形 19 0 21 0
信用保証協会等による保証付 947 37 937 37
株式会社地域経済活性化
支援機構等による保証付 0 0 3 0

出 資 等 4,111 164 3,680 147
出資等のエクスポージャー － －
重要な出資のエクスポージャー － －

上 記 以 外 21,008 840 31,116 1,244
うち、他の金融機関等の対象
資本調達手段のうち対象普通
出資等に該当するもの以外の
ものに係るエクスポージャー

10,125 405

うち、信用金庫連合会の対象普通
出資等であってコア資本に係る
調整項目の額に算入されなかっ
た部分に係るエクスポージャー

1,390 55

うち、特定項目のうち調整
項目に算入されない部分
に係るエクスポージャー

51 2

うち、上記以外のエクスポージャー － －
②証券化エクスポージャー 100 4 － －
証券化（オリジネーター） － － － －
証券化（オリジネーター以外） 100 4 － －

③ 複数の資産を裏付とする資産
（所謂ファンド）のうち、個々
の資産の把握が困難な資産

－ － － －

④ 経過措置によりリスク・アセッ
トの額に算入されるものの額 1,753 70

⑤ 他の金融機関等の対象資本調達
手段に係るエクスポージャーに係
る経過措置によりリスク・アセット
の額に算入されなかったものの額

△ 6,075 △ 243

⑥ ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額 － －
⑦ 中央清算機関関連エクスポージャー 0 0

ロ．オ ペレー ショナ ル・リスク 11,899 475 11,625 465
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 181,494 7,259 186,779 7,471

（注）1．所要自己資本額 =リスク・アセット×4%
2．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延
滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向
け」から「法人等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが
150%になったエクスポージャーのことです。

� 3．当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスクを算定しております。
� 4．単体総所要自己資本額 =単体自己資本比率の分母の額×4%
※平成26年3月31日の普通出資金の額・配当率につきましては、31ページを参照願います。

【自己資本調達手段・自己資本の充実度に関する評価方法の概要
について】

　当金庫の自己資本は、会員の皆さまを出資者とする普通出資金
と、毎年の利益から積み立てている内部留保（積立金など）と、一般
貸倒引当金等から構成されています。
　平成２６年３月期における当金庫の自己資本額は１６０億円、自己
資本比率は８．５６％で、国内基準である４％を上回っており、経営の
健全性・安全性を充分保っております。
　今後とも、より多くのお客さまにお取り引きいただきますとともに、
単年度及び中期的な収支計画に基づく業務運営により、適正な期
間収益をあげ、内部留保することにより、自己資本の充実を図ってま
いりたいと考えております。

用
語
解
説

（2）

《所要自己資本額》
各々のリスク・アセット×４％
（自己資本比率規制における国内基準）

《エクスポ－ジャ－》
資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取
引及び派生商品取引の与信相当額を指します。

《抵当権付住宅ロ－ン》
住宅ロ－ンの中で、抵当権が第1順位かつ担保評価額が十分に
満たされているものを指します。

《不動産取得等事業者》
不動産の取得又は運用を目的とした事業者を指します。

《証券化エクスポ－ジャ－》
金融機関が保有するロ－ン債権や企業が保有する不動産など、
それらの資産価値を裏付けに証券として組み替え、第三者に売
却して流動化をする資産のことです。

《オペレ－ショナル・リスク》
金庫の業務上において不適切な処理等（事務リスク、システムリ
スク、風評リスク等）で生じる事象により損失を被るリスクのこと
をいいます。

用
語
解
説

（1）

《エクスポ－ジャ－》
「リスクにさらされている資産」のことで、貸出金や有価証券な
どの資産（オン・バランス）や、債務保証・派生商品取引などの
与信取引（オフ・バランス）が該当します。

《リスク・アセット》
リスクを有する資産（貸出金や有価証券など）を、リスクの大きさ
に応じて掛目を乗じ、再評価した資産金額をいいます。
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（3）オペレーショナル・リスクに関する事項
①【オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称】

　当金庫は、「基礎的手法」に基づき計測しております。

②【オペレーショナル・リスクの計算方法及び算出結果】

　〈オペレーショナル・リスク計算式〉

粗利益（直近3ヵ年のうち正の値の合計額）×15%
直近3ヵ年のうち粗利益が正の値であった年数

÷８％

　平成２５年度決算における当金庫オペレーショナル・リス
クは、以下のようになりました。

○直近３ヵ年の粗利益 （単位：千円）

直近3ヵ年粗利益計 平成25年度 平成24年度 平成23年度
18,600,641 6,164,385 6,103,396 6,332,858

○オペレーショナル・リスク

　
18,600百万円×15%

3
÷8% =11,625百万円

③【オペレーショナル・リスク管理の方針及び手続きの概要】

　オペレーショナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避すべき
リスクであります。
　当金庫はオペレーショナル・リスクについて、事務リスク、システ
ムリスク、その他オペレーショナル・リスク（法務リスク・人的リスク・
有形資産リスク・風評リスク）の各リスクを含む幅広いリスクと捉え、
「オペレーショナル・リスク管理方針」及び「オペレーショナル・リス
ク管理規程」を踏まえ、組織体制や管理方法に関する規程をそれ
ぞれのリスクについて定め、リスクを認識し評価するとともに、リスク
顕在化の未然防止、及び発生時の影響度の極小化に努めており
ます。
　事務リスクについては、「事務取扱要領」を整備し、これに基づく
事務を励行することはもちろん、事務指導や研修体制の強化や牽
制機能としての事務検証等にも取り組み、事務水準の向上に努
めております。
　システムリスクについては、「システムリスク管理規程」に基づ
き、管理すべきリスクの所在、種類等を明確にし、システム監査等
の実施により安定した業務遂行ができるよう、多様化かつ複雑化
するリスクに対して、管理態勢の強化に努めております。
　その他のリスクについても、苦情相談窓口の設置による苦情に
対する適切な処理、個人情報及び情報セキュリティ体制の整備、
さらには金融商品販売における説明態勢の整備など、顧客保護
の観点に基づいた管理態勢の整備に努めております。
　なお、これらのオペレーショナル・リスクに関しては、リスク管理委
員会において定期的に協議・検討が行われるとともに、必要に応じ
て理事会・常勤理事会に報告されております。

用
語
解
説

（3）

《基礎的手法》
オペレ－ショナル・リスクにおけるリスク・アセットの算出方法の
一つです。

《事務リスク》
役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故や不正等を起こすこ
とにより、当金庫が損失を被るリスクをいいます。

《システムリスク》
コンピュータシステムの障害または誤作動、システムの不備等
に伴い当金庫が損失を被るリスク、さらにコンピュータシステム
が不正に使用されることにより当金庫が損失を被るリスクをい
います。

《法務リスク》
金庫経営、金庫取引等に係る法令・金庫内規程等に違反する行
為並びにその恐れのある行為が発生することで、当金庫の信用
が失墜し損失を被るリスクをいいます。

《人的リスク》
金庫経営における人事運営上の不公平・不公正やセクシャルハ
ラスメント等の差別的な行為が発生することで、当金庫の信用
が失墜し損失を被るリスクをいいます。

《有形資産リスク》
地震・台風・落雷等自然災害の発生や、強盗事件・火災等の発現
によって、当金庫が損失を被るリスクをいいます。

《風評リスク》
当金庫の資産の健全性や収益力、自己資本等のリスク耐久力、
規模、成長性、利便性など当金庫の風評を形成する内容が劣化
し、お客さまからみて当金庫への安心度、親密度が損なわれる
ことにより、当金庫の風評が低下するリスクをいいます。
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（4）信用リスクに関する事項（証券化エクスポ－ジャ－を除く）
イ．信用リスクに関するエクスポ－ジャ－及び主な種類別の期末残高
　〈地域別・業種別・残存期間別〉� （単位：百万円）

信用リスクエクスポ－ジャ－期末残高
三月以上延滞
エクスポ－ジャ－

貸出金、コミットメント�
及びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

債　券 デリバティブ取引 株式等その他

平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度
国 内 410,008 432,476 210,756 216,012 73,485 96,779 15 － 125,751 119,684 5,293 5,275
国 外 4,621 1,385 － － 4,621 1,385 － － － － － －
地 域 別 合 計 414,630 433,862 210,756 216,012 78,107 98,165 15 － 125,751 119,684 5,293 5,275
製 造 業 8,955 9,838 5,944 5,488 2,099 3,112 － － 911 1,237 103 133
農 業 、 林 業 81 41 81 41 － － － － － － － 12
漁 業 105 39 105 39 － － － － － － 9 9
鉱業、採石業、砂利採取業 176 127 176 127 － － － － － － － －
建 設 業 16,860 18,569 16,507 17,940 300 599 － － 52 30 771 811
電気・ガス・熱供給・水道業 2,323 4,434 － － 2,310 4,421 － － 12 12 － －
情 報 通 信 業 671 1,594 158 155 399 1,298 － － 113 141 － －
運 輸 業、郵 便 業 10,557 12,757 3,376 3,101 7,109 9,571 － － 71 84 23 －
卸 売 業、小 売 業 19,174 17,096 16,832 15,230 2,214 1,714 － － 127 150 1,902 1,700
金 融 業、保 険 業 137,910 128,570 3,165 4,259 22,458 19,663 － － 112,287 104,647 17 15
不 動 産 業 59,224 61,011 57,906 55,863 1,299 5,116 － － 18 32 1,014 973
物 品 賃 貸 業 503 453 503 453 － － － － － － － －
学術研究、専門・技術サ－ビス業 425 478 425 478 － － － － － － 3 2
宿 泊 業 1,341 1,588 1,341 1,588 － － － － － － － 7
飲 食 業 3,377 3,525 3,377 3,525 － － － － － － 65 135
生活関連サービス業、娯楽業 2,103 2,019 2,079 1,995 － － － － 24 24 42 13
教 育、学 習 支 援 業 1,334 1,314 1,334 1,314 － － － － － － 253 252
医 療 、 福 祉 4,755 6,058 4,775 6,058 － － － － － － 1 1
その 他 のサービ ス 12,683 12,184 12,655 12,130 － － － － 28 53 396 416
国・地方公共団体等 62,087 75,207 24,900 25,385 36,913 49,465 － － 273 356 － －
個 人 54,279 59,870 54,279 59,870 － － － － － － 688 790
そ の 他 15,700 17,084 855 970 2,999 3,202 15 － 11,830 12,911 － －
業 種 別 合 計 414,630 433,862 210,756 216,012 78,107 98,165 15 － 125,751 119,684 5,293 5,275
1 年 以 下 98,419 95,469 42,118 36,928 6,401 7,055 － － 49,899 51,485
1 年 超 3 年 以 下 110,942 102,592 40,221 39,203 21,510 31,578 － － 49,210 31,810
3 年 超 5 年 以 下 52,671 37,808 26,182 29,689 20,289 7,519 － － 6,200 600
5 年 超 7 年 以 下 27,672 41,728 20,450 18,142 1,821 4,585 － － 5,400 19,000
7 年 超 10 年 以 下 44,207 64,866 21,312 25,298 22,895 39,568 － － － －
10 年 超 42,450 47,399 38,347 40,657 4,000 6,599 － － 102 142
期間の定めのないもの 38,265 43,996 22,123 26,092 1,188 1,258 15 － 14,938 16,646
残 存 期 間 別 合 計 414,630 433,862 210,756 216,012 78,107 98,165 15 － 125,751 119,684

エクスポ－ジャ－
区分

地域区分
業種区分
期間区分

（注）1.オフ・バランス取引には、デリバティブ取引を含みません。
� 2.「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
� 3.上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等及び業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。
� 4.業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
� 5.�コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、証券化エクスポージャー、CVAリスク及び中央清算機関関連エクスポージャーは含まれており

ません。

※信用リスクに関するエクスポ－ジャ－の期中平残につきましては、期末残高との乖離が小さく、当期のリスクポジションと乖離していないため記載し
ておりません。

①【リスク管理の方針及び手続きの概要について】
　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当金庫の資産の価値が減少ないし消失し、当金庫が損失を受けるリスクをいいます。
　当金庫は、信用リスク管理方針に基づき「信用リスク管理規程」を制定し、信用リスクに関する基本認識及び管理体制等を明確にし、また、融資事
務取扱規程には与信業務の基本的な理念や手続き等を明示した「クレジットポリシ－」を定め、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスク管
理の徹底に取り組んでおります。
　信用リスクの評価につきましては、当金庫では、信用格付制度を導入しておりますが、ＳＤＢの活用等による信用リスクの計量化に向けた体制整備を
進めております。また、与信ポ－トフォリオ管理として同一業種・同一取引先等に対する与信集中の回避にも注力し、特に大口与信先については中間
管理の徹底を図っております。
　信用リスクの管理状況につきましては、定期的にリスク管理委員会で協議検討を行うとともに、必要に応じて経営陣に対し報告する態勢を整備して
おります。

②【リスク・ウェイトの判定に使用する信用格付業者について】
信用格付業者は以下の５社を採用しております。なお、エクスポ－ジャ－の種類毎に信用格付業者の使い分けは行っておりません。
○株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）� ○株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）
○ムーディーズ・ジャパン株式会社� ○ムーディーズＳＦジャパン株式会社
○スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社

ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
　※本開示は、45ページを参照願います。

用
語
解
説

（4）

《デリバティブ取引》 《SDB》 《リスク・ウェイト》 《信用格付業者》
有価証券や通貨等の金融資産（原資産）の
取引から派生し、原資産の現物価格によって
その価格が決定される商品を指します。（先
物、先渡し、スワップ、オプション等）

信金中央金庫の「信
用金庫の中小企業信
用リスクデ－タベ－
ス」の略称です。

債権の危険度を表す指標。自
己資本比率規制で総資産を
算出する際に、保有資産ごと
に分類して用います。

金融機関がリスクを算出するにあたって用いるこ
とができる格付を付与する格付業者のことです。
金融商品取引法に基づき、適格性の基準を満た
した信用格付業者は、金融庁に登録されます。



56

業績のご報告

ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等
� （単位：百万円）

個別貸倒引当金
貸出金償却期末残高 期中増減額

平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度
製 造 業 126 116 49 △ 9 － －
農 業、 林 業 － 6 － 6 － －
漁 業 9 9 △ 1 － － －
鉱業、採石業、砂利採取業 － － － － － －
建 設 業 644 672 29 27 6 2
電気・ガス・熱供給・水道業 － － － － － －
情 報 通 信 業 － － － － － －
運輸業、郵便業 15 0 14 △ 15 － －
卸売業、小売業 1,382 1,252 101 △ 129 － －
金融業、保険業 4 2 △ 1 △ 2 － －
不 動 産 業 888 818 △ 106 △ 70 － －
物 品 賃 貸 業 － － △ 5 － － －
学術研究、専門・技術サービス業 0 24 △ 1 23 － －
宿 泊 業 － － － － － －
飲 食 業 66 149 18 83 － －
生活関連サービス業、娯楽業 19 24 △ 2 4 － －
教育、学習支援業 188 215 71 26 － －
医 療、 福 祉 7 4 △ 4 △ 3 － －
その他のサービス 387 378 59 △ 9 5 －
国・地方公共団体等 － － － － － －
個 人 475 533 52 57 2 5
合 計 4,219 4,207 270 △ 11 14 8

（注）1．�当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分
は省略しております。

� 2．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

ニ．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
� （単位：百万円）

告示で定める�
リスク･ウェイト

区分

エクスポージャーの額
平成24年度 平成25年度

格付適用あり 格付適用なし 格付適用あり 格付適用なし

0% － 70,978 － 83,967

10% － 30,120 － 35,442

20% 3,099 124,449 3,598 115,242

35% 1,408 17,564 1,378 18,050

50% 8,512 4,210 12,148 3,985

75% 3,645 61,530 4,771 63,664

100% 2,473 86,142 2,180 87,623

150% 1 492 6 404

250% － － － 1,400

1,250% － － － －

その他 － － － －

合 計 414,630 433,862
（注）1．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
� 2．�エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しております。
� 3．�コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除

く）、CVAリスク及び中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
� 4．�「1,250%」欄については、自己資本比率告示の規定により、平成24年度は資本控除し

た額、平成25年度はリスク・ウェイト1,250%を適用したエクスポージャーの額を記
載しております。

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー� （単位：百万円）

信用リスク削減手法
ポートフォリオ

適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ
平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 2,394 2,286 6,108 7,079 － －
① ソ ブ リ ン 向 け － － － － － －
② 金 融 機 関 向 け － － － － － －
③ 法 人 等 向 け 516 606 － － － －
④ 中 小 企 業 等・ 個 人 向 け 1,731 1,572 4,298 5,309 － －
⑤ 抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン 4 4 1,721 1,663 － －
⑥ 不 動 産 取 得 等 事 業 向 け 84 66 － － － －
⑦ 三 月 以 上 延 滞 等 4 1 21 27 － －
⑧ そ の 他 52 34 66 78 － －

（5）信用リスク削減手法に関する事項

（注）1．当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。
� 2．「貸出金と自金庫預金の相殺」により信用リスクを削減した額は含めておりません。
� 3．「ソブリン向け」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門（当該国内においてソブ

リン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会等のことです。

　当金庫では、資金使途、返済財源、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度から与信審査を行っており、担保や保証による保全措置はあく
までも補完的な位置付けと認識し、担保・保証に過度に依存しない与信審査の取り組みに徹しております。
　なお、与信審査の結果、担保または保証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解を頂いた上でご契約いただくなど適切な取り扱いに努めてお
ります。
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民間保証等があります
が、その手続きについては、金庫が定める「融資事務取扱規程」及び「不動産担保事務取扱要領」等により、適切な事務取扱、及び適正な評価を行っており
ます。
　また、お客さまが期限の利益を失われた場合には、当該与信取引の範囲において、預金相殺を用いる場合がありますが、この場合においても当金庫が定め
る「信用金庫取引約定書」等により適切に取り扱っております。
　信用リスク削減手法には、適格担保として自金庫預金積金、上場株式、保証として独立行政法人住宅金融支援機構、一般社団法人しんきん保証基金
が該当します。そのうち保証に関する信用度の評価については、独立行政法人住宅金融支援機構は政府関係機関保証と同様、一般社団法人しんきん保
証基金は適格格付機関が付与している格付により判定をしております。
　なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散されております。

《信用リスク削減手法》 《クレジット・デリバティブ》
金庫が抱えている信用リスクを軽減するための措置をいい、具体的には預金担保、有価証券担保、保証な
どが該当します。ただし、バーゼルにおけるリスク削減手法としては、告示に定める適格金融資産担保（現
金・自金庫預金・国債等）、同保証（国・地方公共団体等）、自金庫預金と貸出金の相殺等をいいます。

社債や貸付債権の信用リスクを定量
化し、スワップやオプションの形にした
金融商品のことです。

用
語
解
説

（5）
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（6）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項� （単位：百万円）

平成24年度 平成25年度
与信相当額の算出に用いる方式 カレント・エクスポージャー方式 カレント・エクスポージャー方式
グロス再構築コストの額の合計額 0 －
グロス再構築コストの額の合計額及びグロスのアドオン合計額から担保による
信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額を差し引いた額 － －

（注）グロス再構築コストの額は、０を下回らないものに限っております。

【派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要】
　派生商品取引には、市場の変動により損失を受ける可能性のある市場リスクや、取引相手方が支払不能になることにより損失を受ける可能
性のある信用リスクが内包されております。
　当金庫では、信託約款に基づいて投資信託会社へ委託している証券投資信託の一部について、委託会社が市場リスクの適切な管理を行う
ことを目的に派生商品取引を取り扱っている商品を保有しております。証券投資信託については、「余資運用基準」に定めている投資枠内での
取り扱いとなっており、影響は限定的であります。

（7）証券化エクスポージャーに関する事項
①�オリジネーターの場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証
券化エクスポージャーに関する事項）�
該当ございません。

②�投資家の場合（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エ
クスポージャーに関する事項）
イ．�保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類
別の内訳

　ａ．�証券化エクスポージャー�
（再証券化エクスポージャーを除く）� （単位：百万円）

平成24年度 平成25年度
オンバランス

取引
オフバランス

取引
オンバランス

取引
オフバランス

取引
証券化エクスポージャーの額 200 － － －
ⅰ�カ ー ド ロ ー ン － － － －
ⅱ�住 宅 ロ ー ン － － － －
ⅲ�自 動 車 ロ ー ン － － － －

　ｂ．�再証券化エクスポージャー�
該当ございません。

ロ．�保有する証券化エクスポージャーの適切な数の�
リスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等

　ａ．�証券化エクスポージャー�
（再証券化エクスポージャーを除く）� （単位：百万円）

告示で定める
リスク・ウェイト

区分

エクスポージャー残高 所要自己資本の額
平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度
オンバ
ランス
取引

オフバ
ランス
取引

オンバ
ランス
取引

オフバ
ランス
取引

オンバ
ランス
取引

オフバ
ランス
取引

オンバ
ランス
取引

オフバ
ランス
取引

20% － － － － － － － －
50% 200 － － － 4 － － －

100% － － － － － － － －
350% － － － － － － － －

1,250% － － － － － － － －
ⅰ�カードローン － － － － － － － －
ⅱ�住 宅 ロ ーン － － － － － － － －
ⅲ�自動車ローン － － － － － － － －
合　　　　計 200 － － － 4 － － －

� （単位：百万円）

平成24年度 平成25年度
担保の種類別の額 該当ございません 該当ございません
� （単位：百万円）

プロテクションの�
購入

プロテクションの�
提供

平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度
与信相当額算出の対象と
なるクレジット・デリバティ
ブの 種 類 別 想 定 元 本 額

該当ございません 該当ございません

� （単位：百万円）

平成24年度 平成25年度
信用リスク削減手法の効果を勘
案するために用いているクレジッ
ト・デリバティブの想定元本額

該当ございません 該当ございません

� （単位：百万円）

担保による信用リスク
削減手法の効果を勘案
する前の与信相当額

担保による信用リスク
削減手法の効果を勘案
した後の与信相当額

平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度
①派生商品取引合計 15 － 15 －
ⅰ�外国為替関連取引 － － － －
ⅱ�金 利 関 連 取 引 － － － －
ⅲ�金 関 連 取 引 － － － －
ⅳ�株 式 関 連 取 引 15 － 15 －
ⅴ�貴金属（金を除く）関連取引 － － － －
ⅵ�その他コモディティ関連取引 － － － －
ⅶ�クレジット・デリバティブ － － － －

② 長 期 決 済 期 間 取 引 － － － －
合　　　　計 15 － 15 －

（注）1．所要自己資本の額=エクスポージャー残高×リスク･ウェイト×4%
� 2．�「1,250%」欄については、自己資本比率告示の規定により、平成24年度は資本控除

した額、平成25年度はリスク・ウェイト1,250%を適用したエクスポージャーの額
を記載しております。

� � なお、（ⅰ）〜（ⅲ）は、当該額に係る主な原資産の種類別の内訳です。

ハ．�保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削
減手法の適用の有無

� 該当ございません。

ニ．�証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算
出される信用リスク・アセットの額

� 該当ございません。

　ｂ．�再証券化エクスポージャー�
該当ございません。
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業績のご報告

【証券化エクスポージャーに関するリスク管理の方法及び手続きの概要について】
①リスク管理の方針及びリスク特性の概要
　証券化取引とは、貸出債権等の原資産に係る信用リスクを優先劣後構造の関係にある二つ以上のエクスポージャーに階層化し、その一部又は全部
を第三者に移転する性質を有する取引をいい、証券化エクスポージャーとは証券化取引に係るエクスポージャーをいいます。また、再証券化取引とは、
証券化取引のうち、原資産の一部又は全部が証券化エクスポージャーである証券化取引をいい、再証券化エクスポージャーとはそのエクスポージャーを
いいます。
　一般的には証券の裏付けとなる原資産の保有者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に大きく分類されますが、当金庫は、投資家
として証券化取引を行っております。
　当金庫が保有する証券化エクスポージャーについては、信用リスク及び市場リスクが内包されておりますが、「余資運用基準」で定める保有限度枠内
で取り扱うとともに、投資対象を一定の信用力を有するものとするなど、適正な運用・管理を行っております。また、再証券化エクスポージャーに該当する
取引は含まれておりません。

②自己資本比率告示第249条第4項第3号から第6号までに規定する体制の整備及びその運用状況の概要
　証券化エクスポージャーへの投資の可否については、市場環境、証券化エクスポージャー及びその裏付資産に係る市場の状況等、当該証券化エク
スポージャーに関するデューデリジェンスやモニタリングに必要な各種情報が投資期間を通じて継続的又は適時に入手可能であることを、資金運用部門
（総合企画部）において事前に確認するとともに、当該証券化エクスポージャーの裏付資産の状況、パフォーマンス、当該証券化商品に内包されるリス
ク及び構造上の特性等の分析を行い、リスク管理委員会の検証を受けたうえで投資の可否を判断し、「余資運用基準で定める決裁権限」に基づき最
終決定することとしております。
　また、保有している証券化エクスポージャーについては、資金運用部門（総合企画部）において当該エクスポージャー及びその裏付資産に係る情報
を証券会社等購入先から定期的にあるいは必要に応じて収集し、リスク管理委員会に報告のうえ同委員会が個別案件ごとに信用補完の十分性やス
キーム維持の蓋然性等の検証を行うこととしております。

③信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針
　当金庫は、信用リスク削減手法として証券化取引及び再証券化取引を用いておりません。

④証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
　当金庫は、標準的手法により証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出しております。

⑤�信用金庫の子法人等（連結子法人等を除く。）のうち、当該信用金庫が行った証券化取引（信用金庫が証券化目的導管体を用いて行っ
た証券化取引を含む。）に係る証券化エクスポージャーを保有しているものの名称
　当金庫は、オリジネーターとして証券化取引を取り扱っていないため、当金庫の子法人等（連結子法人等を除く。）及び関連法人等は、当金庫が行っ
た証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しておりません。

⑥証券化取引に関する会計方針
　証券化取引に関する金融資産及び金融負債の発生及び削減の認識、その評価及び会計処理については、企業会計基準委員会「金融商品に関
する会計基準」等に準処しており、時価を把握することが極めて困難と認められる場合を除き、市場価格及びこれに準じるものとして合理的に算出され
た価額（ブローカー又は情報ベンダーから入手する価額等）による評価を実施しております。

⑦証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク･ウェイトの判定に使用する信用格付業者の名称
　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する信用格付業者は、次の格付業者を採用しております。なお、投資の種類毎に信用格付業
者の使い分けは行っておりません。
　○株式会社格付投資情報センター（R&I）� ○株式会社日本格付研究所（JCR）
　○ムーディーズ・ジャパン株式会社� ○ムーディーズSFジャパン株式会社
　○スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社

（8）出資等エクスポージャーに関する事項
イ．貸借対照表計上額及び時価等� （単位 :百万円）

平成24年度 平成25年度
貸借対照表計上額 時　価 貸借対照表計上額 時　価

上 場 株 式 等 3,342 3,342 4,320 4,320
非 上 場 株 式 等 1,226 1,226 1,266 1,266

合　　　　　計 4,568 4,568 5,586 5,586
（注）１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
� ２．上場株式等には、「上場株式」、「株式関連投資信託」、「上場優先出資証券」が含まれております。
� ３．非上場株式には、「時価のない株式」、「その他資産等に出資として計上されている非上場の出資」が含まれております。
� � なお、これらについても貸借対照表計上額は「取得原価」で表示しております。

ロ．出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額� （単位 :百万円）

平成24年度 平成25年度
売 却 益 65 196
売 却 損 84 40
償 却 － －

ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額� （単位：百万円）

平成24年度 平成25年度
評 価 損 益 281 601

二．貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額� （単位：百万円）

平成24年度 平成25年度
評 価 損 益 － －
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自己資本の充実の状況（単体）

（9）金利リスクに関する事項� （単位：百万円）

運用勘定
金利リスク量

調達勘定
金利リスク量

平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度
貸 出 金 362 469 定 期 性 預 金 115 143
有 価 証 券 等 527 884 要 求 払 預 金 198 273
預 け 金 134 279 そ の 他 1 10
コ ー ル ロ ー ン 等 － － 調 達 勘 定 計 ⒝ 316 428
そ の 他 3 2
運 用 勘 定 計 ⒜ 1,028 1,636

（注）1．�銀行勘定における金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、預金等）が、金利ショックにより発生するリスク量を見る
ものです。当金庫では、金利ショックを99パーセンタイル値又は1パーセンタイル値に受ける金利リスク量として銀行勘定の金利リスクを算出しております。

� 2．�要求払預金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される要求払預金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する預金をコア預金
と定義しております。当金庫では、普通預金等の額の50%相当額を5年以内の期間に均等に振り分けて（平均2.5年）リスク量を算定しております。

� 3．銀行勘定の金利リスク量（c）=運用勘定の金利リスク量（a）–調達勘定の金利リスク量（b）

平成24年度 平成25年度
銀 行 勘 定 の 金 利 リ ス ク 量 ［ ⒜ － ⒝ ］⒞ 711 1,208

【出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方法及び手続きの概要について】
銀行勘定における出資等又は株式エクスポ－ジャ－にあたるものは、上場株式、非上場株式、子会社株式、政策投資株式、その他資産勘定に計

上している出資、上場優先出資証券、株式関連投資信託が該当します。
このうち、上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託に係るリスクの認識については、時価評価及び株価等変動幅（日経平均株価の

１０％変動した場合の変動幅）によるリスク計測によって把握するとともに、当金庫の抱える市場リスクの状況や、設定されたリスク限度枠、損失限度
枠の遵守状況を、定期的にリスク管理委員会及び常勤理事会等へ報告するなど、適切なリスク管理に努めております。
また、株式関連商品への投資は、有価証券に係る投資方針及び余資運用基準の中で定める投資枠内での取引に限定するとともに、基本的には
債券投資のヘッジ資産として位置付けており、ポ－トフォリオ全体のリスク・バランスに配慮した運用を心掛けております。
なお、取引にあたっては、当金庫が定める「市場リスク管理規程」や「余資運用基準」に基づいた厳格な運用・管理を行っております。
非上場株式、子会社株式、政策投資株式、及びその他資産勘定に計上している出資に関しては、個別取引毎に信用リスク、流動性リスクを勘案の

うえ方針を決定しており、適正な運用・管理を行っております。
また、リスクの状況は、財務諸表や運用報告を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、その状況については、適宜経営陣へ報
告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。
なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券会計処理基準」及び日本会計士協会の「金融商品会計に関する実務
指針」に従った、適正な処理を行っております。

ⅰ．計測手法 「ＧＰＳ計算方式」

ⅱ．コア預金

対　　象：流動性預金全般（当座､普通､貯蓄等）
算定方法：�①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現在残高から差引いた残高、③現残

高の50%相当額、のうち最小の額を上限とします。�
なお、25年度末は、③の現残高の50%相当額（95,056百万円）が最小となりました。

満　　期：5年以内（平均2.5年とする）
ⅲ．金利感応資産・負債 預貸金､有価証券､預け金､その他の金利･期間を有する資産・負債
ⅳ．金利ショック幅 99パーセンタイル値又は１パーセンタイル値
ⅴ．リスク計測の頻度 原則四半期（必要に応じ都度）

①【リスク管理の方針及び手続きの概要について】
　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫においては、双方ともに
定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。
　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスクの計測や、金利更改を勘案した期間収益シミュレーションによる収
益への影響度、さらには新商品等の導入による影響などを定期的に計測し、ALM委員会やリスク管理委員会で協議検討をするとともに、必要に
応じて経営陣へ報告を行うなど、資産・負債の最適化に向けたリスク・コントロールに努めております。
　なお、平成25年度末のアウトライヤー比率は7.55%となりました。

②【内部管理上使用した銀行勘定の金利リスクの算定手法の概要について】
金利リスク算定の前提は、以下の定義に基づいて算定しております。

用
語
解
説

（6）

《金利ショック》 《パ－センタイル値》 《GPS》
金利の変化（衝撃）。 金利ショック算出に用いる金利変化の計測値を

順番に並べたうちのパーセント目の値。99パー
センタイル値は99パーセント目の値。

Grid�Point�Sensitivity（グリット・ポイント・センシティビティ）
金利リスク指標の1つで、一定期間毎の金利が1ベ－シス・ポイント
（0.01％）変化した場合における現在価値の変化額を表します。


